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国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正に伴う関係通知の廃止について 
 

平素は、当連合会の事業運営にご協力賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、標題の件に関しまして、厚生労働省年金局事業管理課長より別紙のとお

り情報提供がございました。 

つきましては、貴会におかれましては、業務ご多忙の折大変恐縮ではございま

すが、本件につき会員の皆様への周知を賜りますようお願い申し上げます。 

なお、本件は連合会ホームページ「会員専用ページ」に掲載しておりますこと

を申し添えます。 

（担当：業務部企画課） 
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両下肢の３大関節のうち１関節にそれぞれ人工骨頭又は 

人工関節のそう入置換手術を行った場合の障害認定について 

 

 

 障害基礎年金及び障害厚生年金の障害の程度の認定については、「国民年金・

厚生年金保険障害認定基準」（昭和６１年３月３１日庁保発第１５号、平成１４

年３月１５日庁保発第１２号一部改正。以下「障害認定基準」という。）により

取り扱っているところですが、両変形性股関節症により、両股関節に人工関節

をそう入置換した場合の障害認定については、平成２０年６月２５日東京高等

裁判所判決（平成１９年行コ第３１５号）、同年７月３１日東京高等裁判所判決

（平成１９年行コ第３０１号）及び平成２２年３月２４日松山地方裁判所判決

（平成１８年行ウ第８号）において、両下肢に障害がある場合に日常生活動作

への影響が考慮されないことは不合理であるとのことから、原処分を取り消す

よう判示されたところです。 

 これらの判決を踏まえ、両下肢に障害がある場合の障害認定については、一

下肢の３大関節のうち１関節以上に人工骨頭又は人工関節のそう入置換手術を、

両下肢それぞれに行った場合に限り、当分の間、下記のとおり取り扱うことと

したので、管下関係機関に周知願います。 

 

 

記 

 

１ 適用の対象 

人工骨頭又は人工関節は、関節がその機能を不可逆的に著しく損なったと

きに、当該関節機能の改善を目的に手術的治療として行われるものであるが、

当該関節そう入置換手術を行っても、歩行障害などの状態が手術前よりも悪
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化する場合がある。 

  このことから、当分の間の取扱いの対象は、一下肢の３大関節のうち１関

節以上に人工骨頭又は人工関節のそう入置換手術を、両下肢それぞれに行っ

た場合のみとすること。 

 

２ 認定方法 

  以下の①～③の全ての要件を満たすこと。 

① 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を降りるなどの日常

生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。 

例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか又は必ずしも他人

の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。 

② 下肢障害の主な原因及び程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみに

よるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものである

こと。 

③ 下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に

大きく変動するものではなく、永続性を有すること。 

 

３ 障害の等級 

 上記２の要件を満たしている場合には、２級以上に認定すること。 

 

４ 留意事項 

（１）人工骨頭又は人工関節そう入置換手術を行った時点の診断書のみで、上

記の要件を満たしているかどうかの判断は行わないこと。 

（２）この要件に該当するとして２級以上に認定した場合は、有期固定とし、

当該要件の内容を踏まえて再認定を行うこと。 
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